
      平成１８年９月２９日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

６００Ｖ ＣＶＴケーブル 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

本製品は、単心の６００Ｖ ＣＶケーブル（架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース

ケーブル）３本をより合わせたＣＶＴケーブル（トリプレックス形架橋ポリエチレ

ン絶縁ビニルシースケーブル）の完成品として輸入される。 

 

○構造、仕様、意匠 

タイプ１：３×１００mm2

タイプ２：１×１００mm2＋２×１５０mm2

 

定格：６００Ｖ 

 

○主な使用者、販売先 

電気設備事業者 

 

２ 対象・非対象の解釈 

 

タイプ１及び２ともに、断面積１００mm2の単心のＣＶケーブルは特定電気用品

以外の電気用品中、電線の「ケーブル」で対象として取扱い、１５０㎟の単心のＣ

Ｖケーブルは非対象として取り扱う。 

 

（理由） 

タイプ 1：単心の CV ケーブルを、単に組み合わせたものと解釈することが妥当

と判断する。 
タイプ2：タイプ1と同様に解釈し、100mm2が対象、150mm2が非対象となる。 
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電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 


